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水大気環境課 

 

 

 

 

    

○ 知事は、水道水源を保全するため特に必要な区域を「水道水源保全地区」として指定するこ

とができます。 

 

○ 「水道水源保全地区」の区域設定の考え方は、河川水・伏流水、湖沼水・ダム水、浅層地下

水・深層地下水・湧水の別に、次のとおりです。 

 

(1) 河川水・伏流水 取水地点からおおむね上流１Km（流入河川も含む）の区間の直接集水 

域を基本とします。 

 

(2) 湖沼水・ダム水 次の区域を基本とします。 

① 湖沼（ダム湖）の直接集水域 

② 流入河川について、湖沼（ダム湖）への流入地点からおおむね上流１Km の区間の直 

接集水域 

 

(3) 浅層地下水・深層地下水・湧水 

① 浅層地下水 取水地点からの距離がおおむね１～２Km の範囲を基本とします。 

② 深層地下水 分水界、地形、地質構造等の涵養域の状況等を考慮した範囲を基本とし 

ます。 

③ 湧水 個々の水源の状況に応じて、浅層地下水又は深層地下水の範囲とします。 

 

○ 「水道水源保全地区」の指定は、市町村長の申出等により行います。 

 

 

 

 

(1) 水道水源保全地区内において、次の行為をしようとする場合には、知事に協議し、その 

同意を得る必要があります。 

   ① ゴルフ場の建設 

   ② 廃棄物最終処分場の設置 

③ 土石類の採取その他の土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が１ha を越えるもの 

 

(2) (1)の同意は、市町村長及び長野県環境審議会の意見を聴いて、行います。 

 

(3) 知事は、(1)の同意に当たり、水道水源の保全のために必要な限度において条件を付すこと 

ができます。 

 

(4) 知事は、その同意を得ずに(1)の行為を行った者又は(3)の条件に違反した者に、行為の中止、 

原状回復などを命じることができます。 

 

(5) 知事は、(1)の行為の状況又は水道水源に及ぼす影響を調査することがあります。 

 

(6) (1)の協議を行わない者又は(4)の命令に従わない者には、罰則があります。 

 

 

 

１１１１    水道水源保全地区水道水源保全地区水道水源保全地区水道水源保全地区のののの指定指定指定指定    

長野県水環境保全条例について 
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３３３３    今後今後今後今後のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール    



（参考）

広域名 市町村名 保  全  地  区  の  名  称

面積

(ha)

南牧村
所沢水道水源保全地区

265 H 6

横屋沢水道水源保全地区
48 H 7

寄沢水道水源保全地区
4 H 13

上田市
余里

よ り

水道水源保全地区
30 H 8

大沢水道水源保全地区
53 H 8

上組水道水源保全地区
25 H 8

北沢水道水源保全地区
60 H 8

田沢水道水源保全地区
44 H 7

臼川水道水源保全地区
39 H 10

猪鹿

いろく

水道水源保全地区
290 H 11

大沢水道水源保全地区
180 H 13

辰野町
大沢水道水源保全地区

40 H 11

飯島町
山ノ田水道水源保全地区

118 H 11

水荒沢

みずあらしさわ

水道水源保全地区
21 H 5

金七沢水道水源保全地区
157 H 9

阿智村
長九郎沢水道水源保全地区

67 H 6

平谷村
大松沢水道水源保全地区

40 H 6

根羽村
萸野

ぐみの

水道水源保全地区
110 H 7

売木村
岩倉水道水源保全地区

32 H 12

天龍村
風吹山水道水源保全地区

15 H 11

南木曽町
妻籠

つまご

水道水源保全地区
85 H 11

岩井ノ沢水道水源保全地区
84 H 7

桧尾

ひのきお

水道水源保全地区
69 H 8

木祖村
塩沢水道水源保全地区

191 H 7

木村沢水道水源保全地区
13 H 9

野尻水道水源保全地区
121 H 12

安曇野市
黒沢水道水源保全地区

161 H 6

筑北村
四阿屋

あ ず ま や

水道水源保全地区
165 H 7

大　北 大町市
一津

いっつ

水道水源保全地区
112 H 12

大清水水道水源保全地区
23 H 5

左右

そ う

水道水源保全地区
8 H 10

尾倉沢水道水源保全地区
83 H 11

下祖山水道水源保全地区
133 H 13

須坂市
豊丘水道水源保全地区

99 H 5

鞠子

まりこ

水道水源保全地区
174 H 6

屋知

や ち

水道水源保全地区
145 H 9

防風沢

ぼうふざわ

水道水源保全地区
140 H 13

油久保水道水源保全地区
38 H 18

小川村
桐山・鳥立水道水源保全地区

190 H 7

北　信 山ノ内町
かつら・二の沢水道水源保全地区

31 H 8

3,703２６市町村　４０地区

伊那市

上　小

上伊那

長和町

木曽町

水道水源保全地区の指定状況水道水源保全地区の指定状況水道水源保全地区の指定状況水道水源保全地区の指定状況

青木村

飯田市

高山村

長野市

指定

年度

飯　伊

長　野

北相木村

松　本

佐　久

大桑村

 （平成26年3月末）
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